
◎公職選挙法の一部を改正する法律 
（平成一八年六月二三日法律第九三号）（衆）   

一、提案理由（平成一八年六月九日・衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関す

る特別委員会） 

○鳩山（邦）議員 ただいま議題となりました自由民主党並びに公明党共同提案の公職

選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容の概略を御説明

申し上げます。 

 もとより、選挙権は、国民主権を宣言する日本国憲法において、国民の最も重要な基

本的権利の一つであることは言うまでもありません。今国会では、在外投票制度の対象

選挙を衆議院小選挙区選挙及び参議院選挙区選挙の在外投票を可能とする公職選挙法の

改正を行ったことは各位御高承のとおりであります。 

 我々は、選挙権が国民にとって重要な参政権の一つであることから、でき得る限り国

民すべてが実際に選挙権を行使できる環境を整備する必要があると考えております。 

 また、今日、国際化が進み、国外に出国する邦人が、平成十六年は一千六百八十万人

を超え、年々増加しています。現在の法体系の中では、国外出張、海外旅行などで一時

的に国外に滞在する邦人が国外において投票する方法がなく、選挙権を行使するには一

時帰国して投票するしかございません。 

 我々は、これら邦人が将来、選挙権を行使できるよう制度を整備することが望ましい

と考えております。しかしながら、今直ちにすべての人に選挙権を行使させることは、

選挙の公正の確保や、国外における不在者投票の現実的な実行可能性を考慮すると、現

状では極めて困難であると判断しておりますが、将来のことは将来のこととしてまた検

討していかなければならないと考えております。 

 我々両党は、このような共通の認識のもと、真摯に協議を積み重ねた結果、今回、国

外における不在者投票制度の創設等の提案に至ったことをまず申し上げる次第です。 

 さて、現行の公職選挙法におきましては、国内に住所を有し、一時的に国外に滞在す

る有権者が選挙の投票を国外で行う方法は、船員が船舶内で行う不在者投票以外にござ

いません。このため、こうした一時的な国外滞在者のほとんどは、事実上、選挙権を行

使する機会が非常に限られたものとなっております。 

 その中でも、法律の規定に基づき、国の任務を担い、国の命令を受けて国外に派遣さ

れる者につきましては、一方で日本国憲法及びこれを受けた公職選挙法の規定により選

挙権の行使を保障されておきながら、他方で派遣を定めた別の法律をもってその行使の

機会が事実上奪われるという状況が生じております。 

 そこで、こうした状況を改善すべく、国外において公正、適正な選挙の実施が確保さ

れることを前提に、これらの者の選挙権行使の機会を回復する措置を講ずる必要があり

ます。 

 また、南極地域観測隊の問題もございます。南極の厳しい自然環境のもとでは他の地



域への移動もままならないため、南極地域においては投票用紙の送致を伴う通常の不在

者投票の実施は事実上不可能でございます。 

 南極地域観測隊は、昭和三十一年以来、四十七次にわたり南極地域に派遣され、大き

な学術上の成果を上げてきたものでありますが、その一方で、その隊員の選挙権の行使

の機会は閉ざされ続けてきました。 

 そこで、こうした南極地域観測隊員につきましても、その選挙権行使の機会を確保す

るための措置を講ずる必要があります。 

 以上が、この法律案を提出した理由であります。 

 次に、この法律案の内容の概略について御説明申し上げます。 

 第一に、国外における不在者投票制度の創設であります。 

 まず、法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち、その長が当該組織の運営に

ついて管理または調整を行うための法令に基づく権限を有すること、当該組織が国外の

特定の施設または区域に滞在していることという二つの要件を満たす組織であって、当

該組織において不在者投票が適正に実施されると認められるものとして政令で定めるも

のを特定国外派遣組織と定義しております。 

 そして、この特定国外派遣組織に属する選挙人で国外に滞在するもののうち職務等の

ため選挙の当日投票することができないと見込まれるものの投票については、政令で定

めるところにより、不在者投票の方法により行わせることができるものといたしており

ます。 

 なお、今回の国外における邦人の不在者投票は、国政選挙だけではなく地方選挙につ

いても対象といたしております。 

 第二に、南極地域観測隊の隊員等のファクシミリ装置による投票についてであります。 

 南極地域観測隊の隊員等で、南極地域にある科学的調査の業務の用に供される施設ま

たは本邦とその施設との間において南極地域観測隊を輸送する船舶に滞在するもののう

ち職務等のため選挙の当日投票することができないと見込まれるものの衆議院議員の総

選挙または参議院議員の通常選挙における投票については、政令で定めるところにより、

ファクシミリ装置を用いて送信する方法により行わせることができるものといたしてお

ります。 

 第三に、施行期日でありますが、第一の国外における不在者投票制度の創設につきま

しては、公布の日から起算して九カ月を超えない範囲内において政令で定める日から、

第二の南極地域観測隊の隊員等のファクシミリ装置による投票につきましては、公布の

日から起算して六カ月を超えない範囲内において政令で定める日から、それぞれ施行す

るものといたしております。 

 以上が、公職選挙法の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容の概略であり

ます。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 



二、衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長報告（平成一八年六

月一三日） 

○鈴木恒夫君 ただいま議題となりました法律案につきまして、政治倫理の確立及び公

職選挙法改正に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、国内に住所を有し、一時的に国外に滞在する邦人について、選挙権の行使の

機会を拡大しようとするものであります。 

 その主な内容は、 

 第一に、法律の規定に基づき国外に派遣される組織に属する選挙人のうち、一定のも

のについて、国政選挙及び地方選挙を対象に、国外における不在者投票制度を設けるこ

と、 

 第二に、南極地域観測隊の隊員等について、国政選挙を対象に、ファクシミリ装置に

よる投票ができるものとすること 

であります。 

 本案は、六月八日本委員会に付託され、九日提出者鳩山邦夫君から提案理由の説明を

聴取し、質疑を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員長報告（平成一八年六月一六

日） 

○泉信也君 ただいま議題となりました法律案につきまして、政治倫理の確立及び選挙

制度に関する特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、法律の規定に基づく一定の国外派遣組織に属する選挙人が国外において

不在者投票を行うことができる制度を創設するとともに、南極地域観測隊に属する選挙

人が衆議院総選挙及び参議院通常選挙のファクシミリ投票を行えるようにするものであ

ります。 

 委員会におきましては、対象となる特定国外派遣組織の範囲とその判断基準、投票管

理者の責務と投票の秘密保持、国政選挙に比べ投票期間が短い地方選挙への対応、不在

者投票制度の対象者拡大の可能性等について質疑が行われました。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 

 


